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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年12月22日(2016.12.22)

【公表番号】特表2016-501420(P2016-501420A)
【公表日】平成28年1月18日(2016.1.18)
【年通号数】公開・登録公報2016-004
【出願番号】特願2015-541114(P2015-541114)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ   4/48     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ    4/48     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月31日(2016.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
母線（２）と、
母線（２）に支持された当接セクション（５）を有し、当接セクション（５）に隣接する
ばねアーチ（６）を有し、ばねアーチ（６）に隣接し且つ当接セクション（５）に向かい
合って位置する操作セクション（７）を有し、および操作セクション（７）に隣接し且つ
操作セクション（７）から母線（２）の方向に伸長する端子セクション（８）を有する端
子ばね（４）であって、
端子セクション（８）が導体貫通開口（９）を有し、および母線（２）が導体貫通開口（
９）内を通され、且つ接続されるべき導体のための端子位置が、母線（２）と、導体貫通
開口（９）の境界を形成するクロスバー（１０）との間に存在する、該端子ばね（４）と
、
および操作要素（１３）が開放位置に移動したとき、導体貫通開口（９）の境界を形成し
且つ端子位置を形成するクロスバー（１０）が母線（２）から離れるように、操作セクシ
ョン（７）に力を与えるために可動支持されている該操作要素（１３）とを備えたばね力
端子接続部（１）において、
母線に対しておよび母線（２）に支持された当接セクション（５）に対して位置が固定さ
れた支持アーム（１２、２２）が、母線（２）の方向から端子セクション（８）内および
／または操作セクション（７）内のスリット（９、２０）を通して伸長すること、および
スリット（９、２０）内を伸長する支持アーム（１２、２２）のセクションが端子ばね（
４）の側部端縁間の領域内に配置され、および操作要素（１３）が揺動可能または直線状
に移動可能に支持アーム（１２、２２）に支持されていることを特徴とするばね力端子接
続部（１）。
【請求項２】
支持アーム（１２、２２）が端子ばね（４）の幅の方向の中央に配置されていることを特
徴とする請求項１に記載のばね力端子接続部（１）。
【請求項３】
支持アーム（１２）が当接セクション（５）の延長部として端子ばね（４）と一体に成形
され且つ操作セクション（７）の方向に折り曲げられていることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のばね力端子接続部（１）。
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【請求項４】
支持アーム（２２）が端子ばね（４）の当接セクション（５）と母線（２）との間で支持
されていることを特徴とする請求項１または２に記載のばね力端子接続部（１）。
【請求項５】
支持アーム（１２、２２）が母線（２）から離れたその端部に揺動軸受を有すること、お
よび操作要素（１３）が揺動可能に揺動軸受内に支持されていることを特徴とする請求項
１ないし４のいずれかに記載のばね力端子接続部（１）。
【請求項６】
支持アーム（２２）が母線（２）に固定され且つ操作要素（１３）が母線に対して直線状
に可動に支持アーム（２２）に配置されていることを特徴とする請求項１または２に記載
のばね力端子接続部（１）。
【請求項７】
絶縁材ハウジング（２９）と、および絶縁材ハウジング（２９）内の請求項１ないし６の
いずれかに記載の少なくとも１つのばね力端子接続部（１）とを備えた電気装置。
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